
第１号様式                 主要事業の進行状況報告書         令和２年３月 31日 

69 中央卸売市場 市場を取り巻く環境変化等を踏まえた取組 

事
業
概
要 

１ 卸売市場法の改正を踏まえた条例改正                                            

  平成 30年６月 22日に、卸売市場法の一部が改正（平成 30年法律第 62号）され、令 

和２年６月 21日に施行されることから、施行期日に合わせて、東京都中央卸売市場条 

例を改正する必要がある。 

平成 30年 11月に、東京都中央卸売市場条例改正準備会議を設置した。これまで、東

京都中央卸売市場条例改正準備会議を計５回開催し取引参加者からの意見を聴取した

ほか、東京都中央卸売市場取引業務運営協議会に諮問し原案を適当と認めるとの答申を

受け、また、東京都卸売市場審議会において条例改正について報告を行った。その後、

令和元年第４回都議会定例会に上程し、審議を経た後可決された。 
 
２ 経営計画の策定 

中央卸売市場は、都民に生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給する基幹的なインフラ 

としての役割を担っており、市場を取り巻く環境が大きく変化する中にあって、今後も、 

その役割を果たしていくためには、産地や実需者のニーズに的確に対応していく必要が 

ある。 

こうしたことから、各市場の機能や特徴に応じたさらなる活性化に取り組むととも 

に、強固な財務基盤の確保を図るための民間経営手法の検討など、都が戦略的な市場 

運営を推進していくため、経営計画を策定する。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

１ 卸売市場法の改正を踏まえた条例改正 

平成 30年 12月 ４日 第１回「東京都中央卸売市場条例改正準備会議」開催 

平成 31年 ２月 ７日 第２回「東京都中央卸売市場条例改正準備会議」開催 

平成 31年 ２月 28日 第２回「東京都中央卸売市場条例改正準備会議」（その２）開催 

令和 元年 ５月 31日 第３回「東京都中央卸売市場条例改正準備会議」開催 

令和 元年 ７月 ４日 第 23 回「東京都中央卸売市場取引業務運営協議会」において卸

売市場法改正を踏まえた条例改正について報告 

令和 元年 ７月 26日 第４回「東京都中央卸売市場条例改正準備会議」開催 

令和 元年 ８月９日から９月９日まで 

東京都中央卸売市場条例の改正に関する取引参加者の意見募集 

を実施 

令和元年 10月 28日 第 25回「東京都中央卸売市場取引業務運営協議会」において 

「東京都中央卸売市場条例及び規則の改正に関わる事項につい 

て」諮問し、原案を適当と認める、との答申を受ける。 

令和 元年 11月５日 第 77回「東京都卸売市場審議会」において卸売市場法改正を踏 

まえた条例改正について報告 

令和元年 12月 18日 第４回都議会定例会において改正案が可決 

 

以降、改正内容については、各市場において、市場別取引業務運営協議会等で周知 
 
２ 経営計画の策定 

令和元年７月   「市場の活性化を考える会」を設置 

令和元年７月 29日  第１回会議 

令和元年 10月１日  第２回会議 

令和元年 11月 29日 第３回会議 

令和元年 12月 26日 第４回会議（株式会社山形丸勘青果市場視察） 

令和２年２月５日  第５回会議 

令和２年２月 12日  第６回会議（豊洲市場・淀橋市場視察） 



現
在
の
進
行
状
況 

１ 卸売市場法の改正を踏まえた条例改正 

改正内容について周知するため各市場で説明会等を実施中 
 
２ 経営計画の策定 

食品流通や企業経営、財務・会計の専門家の方々の知見を活用して検討中 

 

 

今
後
の
見
通
し 

１ 卸売市場法の改正を踏まえた条例改正 

令和２年６月 21日施行 
 
２ 経営計画の策定 

令和２年度中に検討結果を取りまとめる予定。 

問い合わせ先 中央卸売市場 管理部 総務課 電話 03-5320-5719 

 


